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４．総合事業について

➀通所型短期集中予防サービスについて

・令和8年度から、総合事業の新たなメニューとして、通所型短期集中予防サービスが追加されます。
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サービス・活動Cという分類になります
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【概要】

●サービス類型：通所型短期集中予防サービス

●サービス内容：生活機能が低下している事業対象者及び要支援者を対象に、専門職等によ
る約3か月間の集中的な支援を行うことで、効果的に生活機能回復を図るもの（週1～2回）

●対象者：要支援1・2に認定された方、又は基本チェックリストに該当された方で、かつ運動器
や口腔機能の低下等があり、短期間の集中的な機能訓練を受けることにより、生活機能の維
持・改善が見込まれる方

●サービス利用後：一般介護予防における住民主体の通いの場や社会参加のための場所へ
の移行を目指します。また、利用者のニーズに沿って、通いの場への参加に至らない場合でも
日々の家事や趣味活動の再開、継続ができることを目指します。

●委託料（事業所は雲南広域連合との委託契約になります）：1人1回4,000円（自己負担なし）
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サービスの種類 通所型サービス（介護相当）

届
出
者

実施主体 社会福祉法人 雲南市社会福祉協議会

所在地・代表者 雲南市三刀屋町三刀屋１２１２番地３ 会長 大塲 篤

事
業
所

名称 ふれあいセンター通所介護事業所

所在地 雲南市掛合町入間４８２番地３

管理者 願永 珠青

利用定員 １０人

指定年月日 令和７年１０月１日
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②通所型サービス（介護相当）の新規指定について
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●毎月の実績報告書について

実績報告書のうち、「利用者状態区分」について、実際の認定区分と異なることが散見され
ます。事業所は必ず被保険者証を確認してください。

●変更届について

令和8年度も変更がある場合は様式を提出してください。その場合、委託事業所について
は事業所番号がないため「電子申請・届出システム」での提出ができないので、これまで通り
メールまたは郵送により提出してください。
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事
業
所

名称 ふきのとうサロン

所在地 飯石郡飯南町頓原1070

運営主体 株式会社 あゆみ

管理者 安部 生郎

●令和7年度廃止事業所について
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